


2

I はじめに          4

II 国際労働基準（ILS）プログラムの一般要件の概要      5

III ディズニー製造業者行動規範およびコンプライアンス最低基準    7

IV 調達制限          10

V 指定施設の申請および承認        12

VI ILS監査          17

VII 不順守状態の改善         25

VIII 指定施設の生産承認の取り消し       27

IX ILS監査と指定施設の開示        29

X ディズニーILS倫理規定        30

 付録          32

A1 付録1：用語集         33

A2 付録2：よくあるご質問        35

A3  付録3：ディズニー製造業者行動規範       39

A4  付録4：コンプライアンス最低基準（MCS）の違反例     41

A5 付録5：社会順守監査機関        43

A6 付録6：社会順守コンサルタント参照リスト      45

A7 付録7：ベター・ワーク・プログラムへの参加と手順      47

A8 付録8：調達許可国（PSC）        49

A9  付録9：指定施設・製品承認（FAMA）申請書      51

A10  付録10：指定施設・製品承認（FAMA）のサンプル      53

A11 付録11：監査通知書（COCAN）のサンプル      54

A12  付録12：ILS監査行程表のサンプル       55

A13 付録13：ILS監査記録チェックリストのサンプル      56

A14 付録14：改善案（「CAP」）のサンプル       60

A15  付録15：指定施設の生産承認取り消し（「FLOPA」）レターのサンプル    61

A16  付録16：マンスリー・ステータス・レポートのサンプル     62

A17  付録17：FAMA撤回レターのサンプル       64

A18  付録18：FAMA撤回－UTS (Unable to Schedule: 監査のスケジュールが組めない）レターのサンプル 65

目次目次























































29

IX       ILS監査と指定施設の開示

ディズニーは、ILS監査レポートを第三者（同指定施設を使用している他のライセンシーまたはベン

ダー、ディズニーを代理する社会順守監査機関および非営利組織（NGO）を含みます）（以下「第三

者」と呼ぶ）に開示することができます。ただし、こうした開示の際、事前の書面による同意を得ずにラ

イセンシーやベンダーを特定できる情報に言及することはありません。

IX.  IL S監査と指定施設の開示監査と指定施設の開示

ライセンシーやベンダーは、自社または代理人が実施したILS監査のレポートを第三者に開示することができます。ただ

し、ディズニーの書面による事前の同意を得ずに、ディズニーやいかなるディズニーの知的財産または製品に言及するこ

とはできません。

ILSプログラムに関連して、ディズニーは、あらゆる指定施設の名称および住所を、ライセンシーおよびベンダーの同意な

くして、一般あるいは「第三者」に開示することができます。

著作権侵害防止活動の一環として、また円滑な製品出荷のため、ディズニーは、世界中の通関・法執行機関職員、または

このような取り組みを支援する可能性のあるその他の「第三者」と意思疎通を図り、ディズニーが所有または管理する知

的財産の正規ユーザーを特定する情報を提供することができます。こうした情報には、ライセンシーおよびベンダー、指

定施設、指定施設・製造承認（「FAMA」）申請書上のその他の情報が含まれます。

ディズニーは、契約上の権利を行使する必要およびその知的財産を保護する必要があると認めた場合、ILS監査、FAMA

申請書、その他のあらゆる情報を開示することができます。
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X       ディズニーILS倫理規定

ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニーとその関連会社（「ディズニー」と呼ぶ）の全従業

員は、ディズニーのウェブサイト上の「倫理的行動」セクションで定める一定の倫理的かつ

法的な基準を順守することを求められます。ディズニーは、全世界的に、日常業務において

この基準を順守しています。

X. ディズニーディズニーIL S倫理規定倫理規定

さらに、ディズニーは、社会順守監査機関やディズニーが委託する他の者（総称して「ディズニー代理人」という）が

同様の基準に従うことを求めます。とりわけこれらの基準は、ディズニー代理人が独立した判断と公平な評価を行う

ことを妨げる可能性がある、または妨げるものとみなされる個人または法人からの勧誘、申し出、金品の受領を厳

格に禁じています。

さらに、いかなる個人または法人も、ディズニー代理人に影響を及ぼす意図を持って金銭等価物を提供してはなり

ません。これはそうした意図があると一般的に見受けられる場合も同様です。以下に金銭等価物の具体例を挙げ

ます。

• 現金、謝礼、給付金、割引、特典、貸付金、宿泊費またはその他の便宜。

• ディズニー代理人の業務上合理的かつ偶発的な必要性が認められない食事および旅費。

個人や法人がディズニー代理人に影響を及ぼそうと試みる行為は、ディズニー製品の製造契約の即時解除の対象となり

ます。
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ディズニー代理人の行動に懸念や疑義を抱いた場合や、倫理方針の違反を報告する場合には、以下の電話番号から貴社の地域

のディズニーホットラインにただちにご連絡ください。

国国 ホットラインの電話番号ホットラインの電話番号 

韓国

00798-1-1-005-8393（KOREAN TELECOM）、 
0308-1-10492（DACOM）、 

00368-11-0099（ONSE）

ルクセンブルク AT&T：800-2-0111-352、ガイドライン：800-699-4870

メキシコ 001-800-620-1445

オランダ ガイドライン：0800-4444-002

ニュージーランド 704-973-0301、コレクトコールを要請してください

ノルウェー AT&T：800-190-11、ガイドライン：47-800-699-4870

ポーランド 直通ダイヤルガイドライン：0-0-800-111-1986

ポルトガル AT&T：800-800-128、ガイドライン：800-699-4870

ロシア
AT&T：363-2400（モスクワ）、ガイドライン： 

800-699-4870

シンガポール 704-973-0301、コレクトコールを要請してください

南アフリカ 直通ダイヤルガイドライン：0800-99-9673

スペイン 直通ダイヤルガイドライン：900-97-1014

スウェーデン AT&T：020-799-111、ガイドライン：800-699-4870

スイス AT&T：0-800-890011、ガイドライン：800-699-4870

台湾 704-973-0301、コレクトコールを要請してください

トルコ AT&T：0811-288-0001、ガイドライン：800-699-4870

英国 直通ダイヤルガイドライン：0808-234-6062

米国 1-800-699-4870

ベネズエラ
AT&Tのダイレクトコード：0-800-552-6288をダイヤル、

トーンが鳴ったら次の番号をダイヤル 800-699-4870

国国 ホットラインの電話番号ホットラインの電話番号

アルゼンチン 0800-666-1676

オーストラリア 1-800-20-8921 OPTUS、1-800-14-0796 TELSTRA

オーストリア AT&T：0800-200-288、ガイドライン：800-699-4870

ベルギー 現地人事部に報告

ブラジル 0800-891-4137

カナダ 1-800-699-4870

チリ 1230-020-2093

中国 10-400-888-0347

チェコ共和国 直通ダイヤルガイドライン：800-143-385

デンマーク AT&T：8001-0010、ガイドライン：800-699-4870

ドバイ AT&T：8000-021、ガイドライン：800-699-4870

フィンランド AT&T：0-8001-10015、ガイドライン：800-699-4870

フランス 直通ダイヤルガイドライン：0800-90-6152

ドイツ 直通ダイヤルガイドライン：0800-180-7608

ギリシャ AT&T：00-800-1311、ガイドライン：800-699-4870

香港 800-90-1454

ハンガリー 直通ダイヤルガイドライン：06-800-20-140

インド
AT&Tのダイレクトコード：000-117をダイヤルし、 

トーンが鳴ったら次の番号をダイヤル：800-699-4870

アイルランド AT&T：1-800-550-000、ガイドライン：353-800-699-4870

イスラエル 直通ダイヤルガイドライン：180-941-9858

イタリア 直通ダイヤルガイドライン：800-787634

日本

00531-11-5136（KDDI）、0066-33-830169、 
0044-22-112725（SOFTBANK）、 

0034-800-900267（NTT）

ホットラインは、1年365日24時間利用可能です。ディズニーは、弊社に対して不法行為の疑いを報告していただいた方に対するいかなる形での報

復も厳格に禁止しています。報告は匿名でも受け付けられます。法令上要求される場合や、ILSプログラムやその他のディズニーの権利と利益を

守るため必要な場合に、開示する権利を保持しなければならないときにも、ディズニーは報告の秘匿性が保たれるよう相応の努力をいたします。

X       ディズニーILS倫理規定
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無地無地とは、無地または一般的な製品、部品、素材（無地か一般的な段ボール箱、ラップ、飾りのないボタン等）で、ディズ

ニーの知的財産を含まず、構成要素とせず、利用していないものを称します。

規範規範とは次のいずれかを意味します。（i）ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニーおよびその関連会社が採用する製造業

者行動規範（「ディズニー規範」）、または（ii）ディズニーが独自の判断で認める別の労働基準。ディズニー規範は、ILS

ウェブサイトに掲載されています。

指定施設指定施設とは、ライセンシーもしくはベンダー自身、または第三者の製造業者、販売業者、工場、農場、供給業者、その

他の施設（下請業者を含みます）で、製品やその部品・パッケージ、販促プレミアム品、その他これらに関連するアイテム

を生産、加工、仕上げ、組み立て（例えば、1つ以上の個別製品を別の製品セット、束、複数の包みに組み合わせたもの

も含まれます）、または梱包する事業者を言います。こうした製品等はそれぞれ有形で（したがって、デジタル形態だけ

のものは除かれます）、ディズニーの知的財産（すなわち、ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニーまたはその関連会社が

所有または管理する名称、マーク、ロゴ、キャラクター、アートワーク、その他の所有素材）が含まれているか、構成要素と

なっているか、利用されています。当マニュアルでは、これらを「ディズニー・ブランド製品」と呼びます。

FAMA申請書申請書とは、指定施設・製品承認申請書（ILSウェブサイトまたはディズニーにより使用されている他のウェブサ

イトに掲載）の最新版を指し、ライセンシーまたはベンダーは指定施設ごとに作成して、ディズニーに提出する必要があ

ります。

IL S監査監査とは、 指定施設がILSコンプライアンス最低基準、ディズニー規範、その他法令を順守しているかどうか評価

するために使われる施設の労働基準の査察および監査を意味します。

IL Sウェブサイトウェブサイトとは、www.DisneyLaborStandards.com（または承継サイト）を指します。

法律法律とは、ディズニー・ブランド製品に関するディズニーと貴社との契約に付随して適用される当該契約に基づく貴社の

いずれかの活動に付随して適用される法律、規則、規制（国や地方の法律、規則、規制、条約その他の法的義務を含み

ますがこれらに限定されません）を指します。かかる適用法には、以下を対象とするものも含まれます（ただしこれらに

限定されません。）（i）税金、（ii）消費者や製品の安全性、（iii）データの保護および個人識別情報のプライバシーと保

護、（iv）未成年者、従業員、環境の保護、（v）1977年米国海外腐敗行為防止法およびその改訂（および地方や外国の同

等の法律）、（vi）米国の貿易制限をはじめとする貿易制限（通関、輸出・輸入規制、制裁、禁輸等）、（vii）ディズニー・

ブランド製品の製造、ラベル付け、価格設定、販売、流通。

コンプライアンス最低基準コンプライアンス最低基準とは、ILSプログラムに従い、ディズニー規範の順守に関して最低限許容できる水準を意味

し、（i）次の（a）から（g）のいずれも存在せず、かつ（ii）ディズニー規範および適用法令の順守を評価するのに必要な

すべての情報（例として完全で正確な記録、工場従業員・工場敷地内へのアクセス）が提供されることで証明されます。

（a）児童就労、（b）自由意志によらない労働、（c）強制およびハラスメント、（d）差別、（e）職場の健康および安全面で

の深刻な状況、（f）組合結成の自由の妨害、（g）在宅労働者への無断の業務委託。

付録付録1 

用語集用語集

A1       用語集
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調達許可国または「調達許可国または「PSC」」とは、ライセンシーおよびベンダーが製品やその構成品・パッケージ、販促プレミアム品

（原材料や無地のアイテムも含みます）を製造または調達することができるディズニーが特定する国を指します。ディズ

ニーは、一定の調達許可国において前述の活動を行う条件として、追加的な要件を設定することができます。調達許可

国の最新リストは、ILSウェブサイトから入手可能であり、このILSプログラム・マニュアルにも含まれています。

人物人物とは個人または法人を意味します。

禁止対象人禁止対象人とは、法律によってライセンシーもしくはベンダーが取引を行ってはならない相手の人を意味します。適用法

によりある人物が禁止対象になる場合は、ディズニーからの通知を要することなく、かかる適用法の発効日付けで自動的

に禁止対象となります。そのような変更を監視するのはライセンシーおよびベンダーの責任です。

POS/広告広告とは、広告もしくは店頭マーケティングのみを意図した、垂れ幕、看板、立て看板およびディスプレイ、チラ

シ、回報、広告掲示板、ラップ、値書きサイン、什器、ストッパー、ロール・スタンド、ホーディングやカタログを含みますが

それに限定されない印刷素材を意味します。POS/広告は、消費者に提供される有形の景品や、販促用の賞品を含みま

せん。

原材料原材料とは、ディズニーの知的財産を含まず、構成要素とせず、利用しない綿、金属、紙などの一般的な一次産品を意

味します。

社会順守監査機関社会順守監査機関については、付録5で定めています。

A1       用語集
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付録付録2 

よくあるご質問よくあるご質問  
1.  ディズニー・ブランド製品を生産するすべての指定ディズニー・ブランド製品を生産するすべての指定

施設について、施設について、ILSILS監査レポートを提出する必要が監査レポートを提出する必要が

ありますか？ありますか？ 複数のライセンシーやベンダーに使複数のライセンシーやベンダーに使

用される指定施設はどのように扱われますか？用される指定施設はどのように扱われますか？

• 適格ILS監査レポートは、「ILS監査が必要」として

指定されたPSCにある指定施設についてのみ、ラ

イセンシーおよびベンダーから提出される必要が

あります。「ILS監査が不要」として指定されてい

るPSCにある指定施設については、適格なILS監

査レポートをライセンシーおよびベンダーが提出

する必要はありません。ライセンシーおよびベン

ダーは、いかなる場合でも、指定施設・製品承認

（「FAMA」）申請書を提出して、各指定施設を申

請しなければなりません。

• ディズニーが指定した期間につき、適格なILS監査

レポートが各指定施設につき一部必要です。コン

プライアンス最低基準を満たす指定期間内の適

格な監査レポートがディズニーに既に提出されて

いる指定施設については、別のレポートの提出は

不要となります。

• 指定施設につき提出される適格なILS監査レポー

トは、当該施設を使用する各ライセンシーやベン

ダーが受け取るマンスリー・ステータス・レ ポート

の「必要な対応」セクションに記載される次回監

査レポート提出期限に反映します。

2.  適格な監査レポートとは？適格な監査レポートとは？ 

• ILSプログラム・マニュアルの適格な適格なILS監査と監査とILS

監査レポ監査レポートの要件ートの要件セクションで、適格なILS監査

とILS監査レポートの詳細をご確認ください。

• ディズニーは、指定施設の認証、順守シール、

内部審査、または自社による監査、部分的レ

ポート、暫定レポート（ディズニー改善案同意

報告書を含みます）、評価を指定施設の完全な

ILS監査の代わりとして認めていません。

A2       よくあるご質問

• ILS追跡監査レポートを提出する際は、ディズニー

に既に前回の監査が登録されていない限り、当該

監査サイクル内に実施された前回のILS監査のレ

ポートも全て添付する必要があります。

3.  ディズニーはどの監査プログラムを受け入れていまディズニーはどの監査プログラムを受け入れていま

すか？すか？ 

ディズニーは次の監査プログラムを受け入れていま

す。（a）ディズニーが認定するマルチステークホル

ダーや業界主導のプログラムの基準に沿って、各プ

ログラムが承認した社会順守監査機関が実施する

ILS監査。（b）ディズニーのILS監査基準に沿って、

ディズニーが承認する社会順守監査機関が実施す

るILS監査。（c）確立されたブランド、小売業者、ラ

イセンシー、ベンダーによって運営されるディズニー

が認定するプログラムの基準に沿って、ディズニー

が承認する適格な社会順守監査機関、またはプロ

グラムの内部または専属監査部門がディズニーの

承認を得て実施するILS監査。監査が審査の対象と

なるかどうか不明な場合は、貴社担当のディズニー

ILS担当者までお問い合わせください。

4.  ILS監査レポートの評価に、ディズニーはどのくら監査レポートの評価に、ディズニーはどのくら

いの時間を要しますか？いの時間を要しますか？  

審査のために適切なILS監査レポートをディズニー

に提出すると、レポートは迅速に処理されます。ライ

センシーおよびベンダーは、追加説明を要しない限

り、ディズニーが適格なILS監査レポートを受理して

から最大30日かかることを予測してください。監査

にかかる期間は大きく異なる場合があります。ライ

センシーおよびベンダーは、監査会社の処理能力

や現地の祝・休日など、ILS監査スケジュールに影

響を与える可能性がある外的要因があることを認

識することが重要です。マンスリー・ステータス・レ

ポートに記載されている次回のILS監査レポートの

提出期限に基づき、適格なILS監査の依頼を検討す

る場合に、ライセンシーおよびベンダーは上記に留

意する必要があります。
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5.  指定施設がディズニーのコンプライアンス最低基指定施設がディズニーのコンプライアンス最低基

準（「準（「MCS」）を満たさない場合、どうなりますか？」）を満たさない場合、どうなりますか？

• 新規に申請する指定施設がMCSを満たさない場

合、生産を開始できません。

• 貴社がFAMAを所有する指定施設がMCSを維持

していない場合、ディズニーに適格なILS監査レ

ポートを提出することにより、すべてのMCS違反の

是正を証明するために通常120日の猶予が与えら

れます。必要な是正措置を講じない場合、当該施

設でのディズニー・ブランド製品の生産承認の取

り消しにつながり、当該施設を使用するライセン

シーおよびベンダーは、施設での全製品の生産を

速やかに停止する必要があります。必要期間内に

適格なILS監査レポートを提出しなかった場合、

FAMA撤回が生じる可能性があります。

6.  最近、最近、ILS監査レポートを提出し、指定施設は監査レポートを提出し、指定施設はMCS

の順守を証明したばかりです。ディズニーはなぜ、の順守を証明したばかりです。ディズニーはなぜ、

同じ指定施設で新規監査スケジュールを組むので同じ指定施設で新規監査スケジュールを組むので

しょうか？しょうか？

ディズニーは通常、世界中のあらゆる場所でいつ

でも指定施設を監査する権利を保有するからで

す。適格なILS監査レポートを提出済みであって

も、ディズニー・ブランド製品を製造する指定施設

の労働条件を確認するため、定期的に監査を実施

します。

7.  指定施設が提供する指定施設が提供するFAMAは、当該施設がディズは、当該施設がディズ

ニー・ブランド製品の生産を承認されている十分ニー・ブランド製品の生産を承認されている十分

な証拠となりますか？な証拠となりますか？

いいえ。FAMAは、指定施設でなくライセンシーお

よびベンダー宛てに発行されます。FAMAは記載

されたライセンシーまたはベンダーに対して、当該

指定施設での生産のみを許可します。ディズニー

が貴社に対し、指定施設のFAMAを発行するまで

は、当該指定施設でディズニー・ブランド製品の

製造を開始することはできません（他のライセン

シーまたはベンダーが現在その指定施設を使用し

ている場合であっても該当します）。

8.  他のライセンシーおよびベンダーと共同使用する指他のライセンシーおよびベンダーと共同使用する指

定施設で生産開始の承認が得られない理由は？定施設で生産開始の承認が得られない理由は？

指定施設の使用承認は、施設にではなく、ライセ

ンシーまたはベンダー宛てに発行される固有のも

のだからです。指定施設には、新しいFAMAの発

行を妨げる保留事項がある場合があります。（例：

当該指定施設の適格なILS監査レポートが登録さ

れていないなど）。前述の場合、貴社のディズニー

ILS担当者に詳細をお問い合わせください。

9.  マンスリーステー・タス・レポートで、使用を停止しマンスリーステー・タス・レポートで、使用を停止し

た指定施設がなお表示される理由は？た指定施設がなお表示される理由は？ 

使用していない指定施設は、登録失効後も一定期

間、マンスリー・ステータス・レポートに「使用終了

/停止施設」として掲載され続けます。上記の施設

は貴社の参照用にレポートとして保管され、当該

指定施設に新しくFAMAを発行するまではディズ

ニー・ブランド製品の生産のために当該指定施設

を使用する権限がないことを十分に認識してくだ

さい。

10. 他のブランドまたは小売業者がディズニー・ブラン他のブランドまたは小売業者がディズニー・ブラン

ド製品の製造に使用する指定施設のリストを入手ド製品の製造に使用する指定施設のリストを入手

できますか？できますか？

いいえ。ディズニー・ブランド製品の自社のサプラ

イチェーンを適切に管理する責任は、各ライセン

シーおよびベンダーにあります。これには、準拠指

定施設を特定し、ILSプログラムの要件を常に満た

す努力をする義務が含まれます。
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13. 指定施設がディズニー・ブランド製品の生産承認指定施設がディズニー・ブランド製品の生産承認

を失った旨の通知は誰に送付されますか？を失った旨の通知は誰に送付されますか？

• 指定施設がディズニー・ブランド製品の生産承

認を取り消された場合、現在または以前、当該

指定施設をディズニー・ブランド製品の生産に

使用したことがあるすべてのライセンシーおよび

ベンダー宛てに、指定施設の生産承認取り消し

（「FLOPA」）レターが送付されます。このレター 

は、貴社が現在当該施設で生産しているか否かに

関わらず、施設の承認取り消しを十分に認識して

いることを確認するために発送されます。

14. ある一つのマーケットでディズニーと複数契約をある一つのマーケットでディズニーと複数契約を

結んでいる場合、各契約に関連して使用する施設結んでいる場合、各契約に関連して使用する施設

について、について、FAMA申請書を個別に提出しなければな申請書を個別に提出しなければな

りませんか？りませんか？

 特定マーケットで、ディズニーと締結している

有効な全契約を基に使用する予定の施設は、

FAMA申請書を1部のみ提出する必要があります。

新しいFAMA申請書の第3項に、そのマーケット

で一緒に仕事をしているすべてのディズニー・ビ

ジネス・ユニットを特定する必要があります。(以

下参照)。

11. ディズニー・ブランド製品を生産する承認を得た後ディズニー・ブランド製品を生産する承認を得た後

はどうすればいいのですか？はどうすればいいのですか？

指定施設と引き続き連携して、適切な労働条件が

維持されるよう徹底し、速やかに問題を解決し、

ILSプログラムが要求する事後のILS監査を手配し

てください。

• ディズニーは、指定施設がMCSを満たす場合で

も、その指定施設の労働条件がディズニー規範に

完全に準拠していない場合があることを認識して

います。したがって、ライセンシーおよびベンダー

は指定施設と連携して、ディズニー・ブランド製品

を生産するすべての指定施設における労働条件の

継続的改善を働きかける責任を負います。

• 指定施設リストの変更があれば、ディズニーに報告

してください。

12. 検証とは何ですか。私の施設が検証中になってい検証とは何ですか。私の施設が検証中になってい

る理由は？る理由は？

• 検証とは、指定施設に関する最も正確な情報を判

断するためにディズニーが行うプロセスです。ディ

ズニーは、FAMA申請書に掲載されている指定施

設に連絡して、住所、電話番号、正式名称など指

定施設の情報の正確性を確認します。

• ディズニー・ブランド製品の生産前に、ディズニー

から連絡を受け、検証に必要な質問に返答する必

要があることを、貴社の指定施設の担当者または

管理者が確実に理解しておくようにしてください。

地域地域 マーケットマーケット

アジア、太平洋諸島、オーストラリア、ニューアジア、太平洋諸島、オーストラリア、ニュー

ジーランドジーランド (APAC)

オーストラリア/ニュージーランド、香港、インド、インドネシア、 

日本、韓国、マレーシア、フィリピン、中国、シンガポール、台湾、

タイ、ベトナム

ヨーロッパ、中東、アフリカヨーロッパ、中東、アフリカ (EMEA)

ベネルクス、デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガ

リー、イベリア、イスラエル、イタリア、ロンドン(地域)、中東、

ポーランド、ロシア、南アフリカ、スウェーデン、トルコ、英国 (ロ

ンドンを除く)

ラテンアメリカラテンアメリカ (LATAM)
アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、CAC（中央アメリカとカリブ海

地域）、チリ、コロンビア、エクアドル、メキシコ、マイアミ、パラ

グアイ、ペルー、ウルグアイ、ベネズエラ

北アメリカ北アメリカ (NA) バーバンク、カナダ、オーランド、米国 (マイアミを除く)

マーケットのリスト：
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15. 複数マーケットでビジネス・ユニットと契約を結ん複数マーケットでビジネス・ユニットと契約を結ん

でおり、各契約の下で同じ指定施設を生産に使用でおり、各契約の下で同じ指定施設を生産に使用

する場合、全マーケットを対象とするする場合、全マーケットを対象とするFAMA申請書申請書

をを1部だけ提出してもいいですか？部だけ提出してもいいですか？

• いいえ、各指定施設につき、契約を結んでいる各

マーケット毎に、FAMA申請書を各1部ずつ提出

する必要があります。（そして、FAMA申請書で当

該マーケットのすべてのディズニー・ビジネス・ユ

ニットとの関係を特定してください。

• 例えば、貴社がディズニーランド・パリとビジネス

を行い、カナダではコンシューマ・プロダクツと契

約している場合、ディズニーランド・パリの事業に

関連して指定施設のFAMA申請書をディズニーラ

ンド・パリのディズニーILS担当者に提出し、2件目

のFAMA申請書をカナダのコンシューマ・プロダク

ツのディズニーILS担当者に提出する必要がありま

す。

16. FAMAの有効期限はどのくらいですかの有効期限はどのくらいですか? 

• FAMAは通常、発行日から3年間有効です。ただ

し、FAMAがディズニーにより撤回された場合、ま

たはディズニーと貴社の契約が終了した場合を除

きます。

• これは年次監査要件（該当する場合）とは別件に

なります。マンスリー・ステータス・レポートを参照

し、必ず特定の指定施設の次の監査レポート提出

期限を確認してください。

A2       よくあるご質問

3 .  AGREEMENT
(Include all Business Units you engage with by Geographic Market)

DISNEY BUSINESS UNIT

 

DISNEY BUSINESS 

UNIT CONTACT 

DISNEY CONTRACT 

DEAL NUMBER(S)
ILS REPRESENTATIVE

Licensing Shanghai Jane Doe 874633637475 Janet Jones

Shanghai Disneyland John Smith N/A Jim Smith

Studios Shanghai John Doe N/A Mary Taylor

FAMA申請書の第3項のサンプル 
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付録付録3

ディズニー製造業者ディズニー製造業者行動規範行動規範

A3       ディズニー製造業者行動規範

ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニーは、次のことを行動規範としている。ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニーは、次のことを行動規範としている。

弊社は、すべてのディズニー製品の製造業者が、これと同じ規範を順守することを期待している。弊社は、すべてのディズニー

製品の製造業者に対し、以下の基準を守ることを義務づけている。

• 世界の隅々に至るまで、弊社事業のあらゆる面で卓越した基準を維持する。

• 弊社の事業運営のすべてにおいて、倫理にかない、責任ある行動をする。

• すべての個人の権利を尊重する。

• 環境を尊重する。

児童就労児童就労

製造業者は、児童を就労させないこと。

「児童」とは、15 歳未満の者（現地の法律上許される場合には14 歳未満の者）、または、それ以上でも現地の法律に基づく

最低雇用可能年齢、あるいは義務教育を終了する年齢に満たない者を言う。

製造業者が「児童」の定義に該当しない若年労働者を雇用する場合、その若年労働者に適用される一切の法律および規則を

順守すること。

自由意志によらない労働自由意志によらない労働
製造業者は、受刑者の労働、拘束労働、年季奉公、その他のいかなる形式を問わず、強制労働や自由意志によらない労働を

使用しないこと。

強制およびハラスメント強制およびハラスメント
製造業者は各従業員の尊厳を守り、体罰、暴力による脅し、もしくはその他の身体的、性的、心理的または言葉によるハラ

スメントや虐待をしないこと。

差別の禁止差別の禁止
製造業者は、人種、宗教、年齢、国籍、社会的もしくは民族的出自、性的嗜好、性別、政治的意見、または障害を理由にし

て、給与、福利厚生、昇進、懲戒、解雇、または退職等の雇用および雇用慣行について差別をしないこと。

組合組合
製造業者は、従業員が合法的かつ平和的な方法で連合し、組織を作り、団体交渉を行う権利を尊重し、これらに対し罰則を

科したり妨害したりしない。

健康および安全健康および安全

製造業者は、適用されるすべての法律および規制に適合した、安全で健康的な仕事場を従業員に提供し、少なくとも、飲料

水および衛生施設が問題なく利用でき、火災時の安全、および適切な照明・換気が確保されるようにすること。製造業者

は、従業員に提供している住宅にも、同様の健康および安全の基準が適用されるようにすること。

報酬報酬

ディズニーは、賃金は従業員の基本的要求を満たすために極めて重要な要素であることを、製造業者が認識するよう期待し

ている。製造業者は、最低限、適用されるすべての賃金および時間に関する法律および規則を順守し、法律で義務付けられ

た福利厚生を提供すること。この法律および規則には、最低賃金、時間外労働、最大労働時間、出来高給およびその他の報

酬に関するものを含む。特別な業務状況にある場合を除き、製造業者は、従業員を次のいずれか少ない方の時間数を超えて

働かせてはならない。(a) 週48 時間＋時間外労働12 時間、または (b) 現地の法律で許されている通常および時間外労働の最

大時間数、もしくは現地の法律で最大労働時間数に関する定めがない場合は、通常の週労働時間数＋時間外労働12 時間。加

えて、特別な業務状況にある場合を除き、従業員は少なくとも7日ごとに1日の休日をとる権利を有する。

製造業者は、従業員の時間外労働を、法律で定められている割増率で補填すること。法律で割増率が定められてない場合

は、少なくとも通常の時間給と同等に支払わなければならない。

適用法律要件より現地の業界基準の方が厳しい場合、弊社は、製造業者がより厳しい方の基準に適合することを期待する。

製造業者行動規範製造業者行動規範
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環境保護環境保護 製造業者は、適応されるすべての環境に関する法律および規制を順守すること。

その他の法律その他の法律

製造業者は、商品の製造、価格設定、販売および流通にかかわるものを含め、適用されるすべての法律および規制を順守す

ること。本行動規範における「適用される法律および規則」は、地域または国の法典、法律と規則、ならびに適用される条

約および自発的な業界基準を含む。

下請け下請け
製造業者は、ディズニーの明確な文書による承認を受け、かつ下請業者に本行動規範を順守する旨、ディズニーに対し文書

により誓約させた後でなければ、ディズニー製品またはその構成品の製造を下請業者に委託してはならない。

監視と順守監視と順守

製造業者は、ディズニーとディズニーが指定した代理人（第三者を含む）が本行動規範が順守されているかどうか確認する

ための監視行為をすることを承認する。この監視行為には、製造施設や雇用者が提供する住宅を抜打ちで立ち入り検査する

ことや、雇用事項に関連する帳簿や記録を検査し、および従業員と個人面談を行うことを含む。

製造業者は、行動規範の順守を証明するために必要とされるかもしれない全資料を、現地に備えておくこと。

公表公表
製造業者は、本行動規範の条項が従業員に理解されるよう、適切な処置を取らなければならず、それは、行動規範のコピー

を、現地の言葉により、従業員が常時容易に見ることのできる場所に、目立つように掲示しておくことを含む。

製造業者行動規範製造業者行動規範
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付録付録4

コンプライアンスコンプライアンス最低基準（「最低基準（「M C S」）」）
の違反例の違反例
コンプライアンス最低基準（「コンプライアンス最低基準（「MCS」）の違反例としては以下が挙げられます。」）の違反例としては以下が挙げられます。

A4       コンプライアンス最低基準（MCS）の違反例

児童就労児童就労  

就業年齢未満の労働者の現行の雇用が確認された場合、また、適用される法律の下での児童就労違反に対する不適切な

改善措置。例えば以下の例が挙げられる。

• 1人以上の従業員が法定就労年齢未満である。

• 年齢を証明する必要書類の不備により、就労可能な最低年齢の要件の順守が検証できない。

• 過去に雇用した就業年齢未満の労働者が保護者や法定身元引受人の下に安全に戻ることを指定施設の管理者が

保証しなかった。

自由意志によらない労働自由意志によらない労働  

いかなる方針や慣行による強制労働、拘束労働、年季奉公、または受刑者の現行の雇用が認められた場合、強制的ある

いは自由意志によらない残業、残業を拒否したことでペナルティや罰金を科すこと、個人的な所有物（例：パスポートや身

元証明書）や賃金を預かること、いかなる時も行動の自由を不合理に制限すること。例えば以下の例が挙げられる。

• 残業拒否を理由に従業員に罰金を科す。

• 休憩時間にしかトイレに行くことを許可されていない。

• 雇用の条件として、証書、預け金、その他の担保が雇用者により保持される。賃金、身分証明書、パスポートなどの渡

航書類、その他個人所有物を労働者から取り上げる。

強制およびハラスメント強制およびハラスメント  

体罰を許容する方針や慣行、セクシャル・ハラスメント、雇用契約解除の脅し、懲戒措置としてペナルティを科す、または報

復する。侵害的または威圧的な活動。例えば以下の例が挙げられる。

• 監査人から面談に呼ばれた従業員を管理者が脅迫した。

• 職務協定に同意しない従業員が、残業を制限された。

• 従業員が監督者から言葉や身体的虐待を受けた。

差別の禁止差別の禁止  

人種、宗教、年齢、国籍、社会的もしくは民族的出自、性的指向、性別、政治的意見、障害、妊娠または組合員であること

を理由とする差別的雇用方針または慣行（例：給与、福利厚生、昇進、懲戒、解雇、退職に関することを含む）。例えば以

下の例が挙げられる。

• 求人応募者に雇用手続きの一環としてHIVテストを課す。

• 外国人従業員の賃金が同じ業務に就く現地従業員より低い。

• 募集対象を18～25歳の女性に限定する。
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組合組合  

従業員が適用される法律に従い、合法的かつ平和的な方法で連合、組織を作り、団体交渉を行う権利を行使することを

妨げる方針や慣行（またはこうした権利の行使に対する報復）。例えば以下の例が挙げられる。

• 組合活動への参加を理由に従業員が罰せられた。

• 合法的な労働ストライキへの参加を理由に従業員が罰せられた。

健康および安全健康および安全  

指定施設、または社員寮内において、従業員や公衆に対し差し迫って重傷または致死をもたらす状況。例えば以下の例

が挙げられる。

• 非常口が施錠されているか、ふさがれている。

• 現地の法規制またはディズニーの要件のうちより厳しい基準に照らし合わせて、必要な非常口の数が不足してい

る。

• 現地の法規制またはディズニーの要件のうちより厳しい基準に照らし合わせて、避難訓練を定期的に実施してい

ない。

下請け下請け  

ディズニーの承認なく、別の指定施設や他の場所から調達したディズニー・ブランド製品を使用する。

監視と順守監視と順守  

監査人に虚偽の回答をするよう従業員に影響を与え、指定施設で確認された実際の従業員数と監査人に開示された従

業員数との不一致、閲覧用に正確かつ完全な記録を提供しない、必要な文書へのアクセス、従業員との個人面談、指定

施設全体の健康・安全に関する査察を監査人に認めない。例えば以下の例が挙げられる。

• 従業員は、個人面談の際、あらかじめ用意された回答で監査人に対応するよう、管理者から指導された。

• 管理者が提供した文書と個人面談で従業員が提供した情報が一致しないため、賃金や労働時間を検証できな

かった。

• 監査人が監査の実施を試みたが、必要な文書の閲覧を拒否された。

A4       コンプライアンス最低基準（MCS）の違反例
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付録付録5

社会順守監査社会順守監査機関機関
ディズニーは、特定のマルチステークホルダーまたは業界のイニシアチブの基準に従って実施されたILS監査を承認します。また、適格

なILS監査の要件を満たす既存の監査レポートを提出することをライセンシーやベンダーに推奨しています。以下のリストには、ディズ

ニーが適格なILS監査を受け入れている社会順守監査機関の代表例が掲げられています。掲載機関は、ディズニーの要請に沿ったILS

監査も実施しています。

貴社がこうした機関と監査を実施する目的で契約を結ぶことも可能です。いかなる社会順守監査機関も、指定施設がディズニー・ブ

ランド製品の生産承認の取得を保証することはできません。ディズニーが承認した監査プログラムのリストは変更される可能性があ

りますので、監査予定前に特定のプログラムがディズニー承認のプログラムかどうか、およびディズニーが現在どの社会順守監査機

関をILS監査の実施機関として承認しているかを確認するために、貴社のILS担当者に確認してください。

この社会順守監査機関リストは通知なく変更されることがあります。  

最新のリストと連絡先情報に関してはwww.DisneyLaborStandards.comを参照してください。

A5       社会順守監査機関

企業情報詳細     ウェブサイト

お問い合わせ先     担当者 

企業情報詳細     ウェブサイト

お問い合わせ先     担当者 

企業情報詳細     ウェブサイト

お問い合わせ先     担当者 

BURE AU VERITAS CONSUMER PRODUC TS SERVICE S (BVCPS)

ARCHE ADVISORS , INC .

ELE VATE HONG KONG HOLDINGS LIMITED

企業情報詳細     ウェブサイト

お問い合わせ先     担当者 

INS ITE COMPLIANCE LLC
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*リストは変更されることがあります

A5       社会順守監査機関

企業情報詳細     ウェブサイト

お問い合わせ先     担当者 

企業情報詳細     ウェブサイト

お問い合わせ先     担当者 

SOCIAL COMPLIANCE SERVICE ASIA LTD.

UL VERIFICATION SERVICE S INC .  (UL CONSUMER AND RETAIL SERVICE S)

企業情報詳細     ウェブサイト

お問い合わせ先     担当者 

企業情報詳細     ウェブサイト

お問い合わせ先     担当者 

QIMA (ASIA INSPEC TION)

INTERTEK
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付録付録6

社会順守コンサルタント参照リスト社会順守コンサルタント参照リスト
経営システムを強化し、労働慣行を改め、労働条件を改善するにあたり、ライセンシー、ベンダー、指定施設にとりコンサルタ

ントグループなどが提供するサービスが有益となることがあります。こうしたサービスは、コンプライアンス問題の根本的な

原因を特定する支援や、持続可能な解決策の提案を行い、または変革の実践に役立つ可能性があります。このような組織に

よって提供されるサービスには様 な々形があります。以下にその例をいくつか挙げます。

A6       社会順守コンサルタント参照リスト

• 根本原因の分析

• 徹底したシステム分析

• トレーニング・プログラム

この付録に記載される社会順守コンサルタントは、このようなサービスを提供できる可能性があります。このリストは完

全なものでも、排他的なものでもありません。これら組織によって提供されるサービスはディズニーによって承認された

ものではなく、これらまたは他の社会順守コンサルタントのサービスを受けることにより、指定施設がディズニー・ブラン

ド製品の生産承認を取得、または維持できることを保証するものでもありません。ライセンシー、ベンダー、指定施設は

社会順守コンサルタントを雇うことを義務付けられているわけではありません。貴社が社会順守コンサルタントを雇うこ

とを選択した場合、貴社の裁量で、次のリストから、あるいは他の機関を選んで構いません。適切な作業計画を特定し、

コンサルタントとサービス条件を交渉し、コンサルタントを雇う経費を負担するのはライセンシー、ベンダーおよび指定

施設の責任です。

ライセンシー、ベンダー、指定施設には、次の手引きの一読をお勧めします。『Good Practices for Complying with 

Licensors’ Social and Environmental Requirements: A Practical Guide for Licensees』。Business for Social 

Responsibility（「BSR」）、International Licensing Industry Merchandiser’s Association （「LIMA」）との共同出版

は、一部ディズニーの支援を受けています。この手引きでは、ライセンサーの期待事項を満たすうえで、ライセンシーとベ

ンダーが満たすべき基本的要件を特定しています。

1 .  THE CAHN GROUP

担当者：   担当者：   代表者、Doug Cahn(info@thecahngroup.com)

ウェブサイト：  ウェブサイト：  www.thecahngroup.com

本部：   本部：   北米。世界中に提携先あり

2 .  ELEVATE 

担当者：   担当者：   マーケティング・事業開発担当バイスプレジデント、Mark Jones（mjones@elevatelimited.com)

中国担当者：  中国担当者：  中国担当事業開発アソシエイト、John Yeh (jyeh@elevatelimited.com)

ウェブサイト：  ウェブサイト：  www.elevatelimited.com

本部：    本部：    香港、顧客管理事務所：サンフランシスコ、ニューヨーク、 

ロンドン、深セン、上海、広州、杭州、ベトナム、バングラデシュ、インド
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3 .  IMPAC T T LIMITED 

担当者：   担当者：   創設者兼ディレクター、Rosey Hurst(info@impacttlimited.com)

ウェブサイト：ウェブサイト：   www.impacttlimited.com

本部：   本部：   ロンドン。事務所：広州、バングラデシュ

4. SOCIAL ACCOUNTABILIT Y INTERNATIONAL

担当者：   担当者：   コーポレートプログラム担当シニアマネージャー、Christie Daly (cdaly@sa-intl.org)

ウェブサイト：ウェブサイト：   www.sa-intl.org

本部：    本部：    ニューヨーク。事務所・駐在員：アムステルダム、バンガロール、ボストン、ドバイ、ジュネーブ、

イスタンブール、サンパウロ、深セン、ケソンシティ（フィリピン）、サン・ホセ（コスタリカ）

5 .  VERITÉ

担当者：   担当者：   サプライヤープログラム担当ディレクター、Robin Jaffin(verite@verite.org)

ウェブサイト：ウェブサイト：   www.verite.org

本部：    本部：    ニューヨーク。事務所：アムステルダム、バンガロール、ボストン、ドバイ、ジュネーブ、イスタ

ンブール、サンパウロ、深セン、ケソンシティ（フィリピン）、サン・ホセ（コスタリカ）

A6       社会順守コンサルタント参照リスト
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ライセンシーライセンシー/ベンダーおよび指定施設の責任ベンダーおよび指定施設の責任

指定施設：指定施設：

• 参加可能な場合、ベター・ワークベター・ワークに登録します。

• • ベター・ワークベター・ワーク・スターポータル・スターポータルを介して、またはベター・ワークが別途指示する方法に従い、ディズニーに対する第三

者アクセスをオンラインで承認します。(詳細はベター・ワークベター・ワークヘルプヘルプを参照して下さい。)

ライセンシー／ベンダー：ライセンシー／ベンダー：

• 参加可能な場合、ベター・ワークベター・ワークに登録します。

• ベター・ワーク・スターポータルを介してまたはベター・ワークが別途指示する方法に従い、オンラインで貴社のサプラ

イチェーンの一部としてディズニーを認定します。

• 関連するベター・ワーク評価へのアクセス料金を支払います。

指定施設がディズニーへの第三者アクセスを承認し、指定施設の現在の評価サイクルへの支払いがベター・ワークにより受

理、処理された後にのみ、ディズニーは当該施設のベター・ワーク評価にアクセスできます。

参加施設に関する情報などベター・ワークの運営国運営国に関する詳細な情報については、ベター・ワークベター・ワーク  ウェブサイトの工場と

製造業者のセクションの国別ページを参照してください。

A7       ベター・ワーク・プログラムへの参加と手順






































